
提案書評価基準 
 

１ 業務名称 

ひとり親家庭思春期・接続期支援事業（子への学習支援）における成果連動型業務委託 

 

■評価基準 

評価項目 評価の着眼点 
上限 

配点 

採点 採点 

（a） 

係数 

（b） 

採点 

結果 

a×b 
不十

分 

不適

切 
普通 十分 最適 

①提案者の

概要・事業実

績（様式４） 

・本事業を委託する上で、学習・

教育支援関連の活動実績及

び行政からの受託事業等か

ら、十分に信頼できることが

見込まれるか。 

15 1 2 3 4 5  3.0 0 

②業務実施

の方針（様式

５） 

・本事業で支援するひとり親世

帯の児童及びその保護者が

置かれている生活の状況や

課題を十分に理解している

か。 

・本事業の目的を踏まえた業務

実施の方針が、具体的かつ適

切であるか 

15 1 2 3 4 5  3.0 0 

・成果指標に対し理解がある

か。 
15 1 2 3 4 5  3.0 0 

③業務実施

内容（様式

６） 

・具体的で実現可能なものにな

っているか。 

・児童に学習習慣を定着させる

ためのプログラムや効果測

定の方法が、具体的かつ適切

であるか。 

・個々の利用者に応じた学習支

援の実施方法や達成状況の

確認方法が、具体的かつ適切

であるか。 

25 1 2 3 4 5  5.0 0 

・指標に対し、自社ノウハウを

活かした手法が提示されて

いるか。 

15 1 2 3 4 5  3.0 0 

業
務
の
実
施
体
制 

④ 職 員

育 成 方

針（様式

７） 

・業務実施に必要な人員（従事

に必要な知識、経歴、実績、

人数等）の確保が見込める

か。 

・従事職員の役割や業務が具体

的かつ適切であるか。 

・従事職員に対する研修計画や

業務履行期間中のフォロー

体制が、具体的かつ適切であ

るか。 

15 1 2 3 4 5  3.0 0 

⑤ 関 係

機 関 と

の 連 携

（ 様 式

８） 

・児童又は保護者から学習に関

すること以外の相談があっ

た場合など、親への相談支援

を行う団体や関係機関との

連携・情報共有が必要な場合

の対応方法が大敵かつ適切

であるか。 

15 1 2 3 4 5  3.0 0 



【評価・採用にあたっての留意点】 

・135 点（加重倍率適用後）×委員５名＝675 点満点 

・委員５名の合計が 338 点未満の場合は、プロポーザルは特定されないものとする。 

・項目のうち一つでも、１点を付けた委員が過半数を超えたものがある場合も同上。 

 

■評価の方法について 

１ 配分の考え方 

評価基準の配点の設定は次のとおりです。 

評価項目 配点 比重 

団体の概念等に関する項目（No.１） 15 11.1％ 

事業計画に関する項目（No.２～７） 120 88.8％ 

合計 135 100.0％ 

 

【評価の目安】 

非常に優れている ５ 

優れている ４ 

ふつう ３ 

劣っている ２ 

記述がない・要求に適合していない １ 

 

 

２ 選定の考え方 

  評価委員会の各委員の得点の合計点を評価得点とします。 

  なお、同点の場合には、「事業計画に関する項目（No.２～７）の評価点の合計が高い団体を選定します。

それでもなお同点の場合には、「業務実施内容に関する項目（No.３）」の評価点の合計が高い団体を選定し

ます。 

 

３ 評価基準 

  評価点に１（最低評価）を付けられた項目が１つ以上ある団体又は全体の合計点に比べて得点が 50％未

満の団体は、原則として選定しません。 

 

４ 委員が欠席した場合の取扱 

  「横浜市委託に関するプロポーザル実施取扱要綱」第 15 条第１項を準用し、委員の定足数の５分の４の

出席をもって評価委員会が成立したものとします。 

⑥ 個 人

情 報 保

護（様式

９） 

・業務を通じ知り得た個人情報

の管理方法、従事職員への個

人情報保護に関する指導計

画が、具体的かつ適切である

か。 

10 1 2 3 4 5  2.0 0 

⑦ 新 型

コ ロ ナ

ウ ィ ル

ス 感 染

症 へ の

対応（様

式 10） 

・新型コロナウィルス感染症の

感染防止のための対策が、具

体的かつ適切であるか。 

・新型コロナウィルス感染症の

影響により訪問による学習

支援が困難になったっ倍の

対応策が、具体的かつ適切で

あるか。 

10 1 2 3 4 5  2.0 0 

合計 135  0 


